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学校運営等に

関する意見 

意見 

保護者・地域住民等 

学校運営協議会の主な役割 
 

○学校運営や必要な支援に関して協議する。 
○保護者や地域の方々が学校運営への参画や支援・ 
協力を促進する。 

○学校と保護者、地域の方々との間の信頼関係を深め、
学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組む。 

【関係法令】地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５ 

学校運営協議会委員の役割 
 

○一定の役割と責任が求められ、学校支援について、

当事者意識を持って学校運営に参画する。 

○「目指す子供像」の実現に向け、学校と地域の連携・

協働の促進を図り、学校の教育活動をよりよいも

のにしていく。 

協議会の設置 

委員の任命 

学校運営協議会委員 

【保護者・地域の方  々

地域学校協働活動推進員など】 

 

説明 

 

 
学校運営の 

基本方針 

 
学校運営 

教育活動 

説明 

承認 

コミュニティ・スクールとは学校運営協議会制度を導入した学校です。 

保護者や地域住民等が一定の権限と責任をもって、学校運営に参加する
ことにより、育てたい子供像、目指すべき教育のビジョンを共有し、目標の
実現に向けて協働する仕組みのある学校のことです。 

 参考：地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５ 

コミュニティ・スクールとは・・・ 

☆学校運営に地域の声を積極的に生かし、 
地域と一体となって特色ある学校づくり  

☆子供たちの学びや体験が充実します。 

コミュニティ・スクールになると・・・ 

狭山市 七夕の妖精 おりぴぃ 



 

 

１ これまでの教育活動における現状 

（１） 校長の学校運営方針の下、学校応援団やＰＴＡ等の教育団体との長年にわたる連携などにより、地域の教育力を活用

した教育が行われています。 

（２） 学校が抱える課題は複雑化・多様化しており、学校だけで解決を図ることは難しくなっています。 

 

２ これからの教育活動における課題 

（１） 学校を取り巻く様々な団体と学校との個別対応よりも、学校を含めた地域の団体同士の連携・協働を図ることが、   

一層求められています。 

（２） 学校と地域の団体等が「目指す子供像」を共有し、一体となって教育することが求められています。 

 

３ 取組内容 

（１） 教職員、保護者、地域の方々が委員となり、学校運営協議会を立ち上げます。 

（２） 学校運営協議会の目的は、地域の実情を踏まえた特色ある学校のもとに子供たちを育てるため、各組織が学校 

を支援する役割を明確にすることです。 

（３） 学校運営協議会では、上記の目的のために学校支援の総合的な企画・立案を行い、地域の団体等による具体的な 

支援策等を話し合い、実行する起点とします。【熟議】 

（４） 学校と地域の団体等が「目指す子供像」を共有し、ゆるやかなネットワークを形成することで、地域社会と連携して

いきます。 

 

４ 期待される効果 

（１） 学校と地域の団体等が「目指す子供像」を共有し協働することで、これまで以上に一体的に子供たちへの教育を      

行うことができ、子供たちの学びや体験が充実します。 

（２） 保護者や地域の方々が学校運営や教育活動へ参画することで、自分たちの自己有用感や生きがいにつながります。 

（３） 地域の教育力の向上・充実は、地域課題解決等に向けた各組織の連携・協働につながり、地域の団体等による事業の

充実と持続可能な地域社会の源となります。 

 

 

 

 

 

 

（学校運営協議会委員や学校関係者の感想より） 

 

令和７年度をもって狭山市内全小中学校に学校運営協議会制度が導入されました。 

 

コミュニティ・スクールでは、 

地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができます。 

学校運営協議会は、 

学校支援のあり方を熟議し、学校支援への企画・立案をします。 

 

 

 

 

学校区と地域の交流をもっと深めたい！ 

 
子供の安全、基礎学力の向上、地

域への児童生徒の参画等、今後の

具体的目標を学校と確認したい。 

 

地域の方々と協働し、教員の負担軽減に

つなげたい。 

 

これは、元気な狭山をつくる切り札になる。 

 


